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  この連載では、望ましい社会的選択がいかに達成できるか、どのような

メカニズムを設計すればそれが可能か、を論じてきた。でははたして、望ま

しい社会的選択とはいったいなんなのか。今まで、パレート最適、売り手収

入最大化などを仮定してきた。しかし、パレート最適配分は複数存在するし、

売り手収入のみを重視するのはアンフェアだ。 

  今回は、望ましい、公正（フェア）な社会的選択とはなにか、という倫

理的な問いについて考えたい。強い価値判断にもとづいて、みんなの正義感

に訴えることで、この問いを解決する可能性を考えよう。あるいは、より現

実的に、みんなのことなる意見を公正な手続きによって集計して、妥協案を

見出す方法についても考えてみよう。 

  いずれにせよ、人々の幸福やことなる意見を「天秤」にかけて、比較し

て、白黒つけないといけない。こんな天秤をどうしつらえればいいのか。ず

いぶんと悩ましい問題にチャレンジしないといけないのだ。 

  次回は最終回。今回をベースに、より踏み込んだ「経済倫理学」を模索

する。今回と次回では、金銭のやり取りを考慮しない。だから、経済のみな

らず、投票や政治についても広く扱うことになる。 
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 望ましい社会的選択とはなにかについて、我々はどうアプローチすればいいのか。

これには２つある。ひとつは、正義（Justice）、つまり道徳的に正しいとされる社会的

選択とはなにかを探る視点。もう一つは、ことなる意見や選好を公正に集計して、妥協

案を探る視点だ。 

 

センの笛 

 

 まずは、なにが正義かを探る第１の視点から社会的選択を考えよう。以下のアマ

ルティア・センによるチャーミングな例は、正義の視点をわかりやすく説明してくれる

1。 

 「１本の笛を３人の子供（Ａちゃん、Ｂちゃん、Ｃちゃん）のだれかにあげたい。

誰にあげればいい？」Ａちゃんは３人の中で１番貧乏だ。Ｂちゃんは笛が１番上手。Ｃ

ちゃんはこの笛の作り主だ。誰がこの笛を手にするべきか？ＡちゃんにもＢちゃんにも

Ｃちゃんにも、それぞれの正義にもとづく言い分がある。 

 Ａちゃんは１番貧しいから、すこしでもいい思いをさせたい。これは「平等主義」

という正義だ2。Ｂちゃんは１番笛が上手だから、ほかの誰よりも笛から満足を得られ

る。これは「功利主義」と呼ばれる正義だ3。 

 上の２つの正義では、誰がより貧乏か、だれの満足がより高いかについて、３人

を比較している。だから、貧困や幸福を個人間でどう比較するかについて、我々がある

程度価値観を共有していることが大切だ。価値観を共有してない人には、貧困や幸福の

在り方を正しく伝えることができない。貧困や幸福の在り方について、誰でもわかるよ

うに、客観的な基準をうまく一義的に定めることはできないからだ。だからここでは、

話を単純にするため、我々は、個人間比較についてある程度価値観を共有している、と

仮定する。 

 Ｃちゃんの場合は少し事情が異なる。Ｃちゃんは笛を作った人だ。だから、Ｃち

ゃんには笛について既得権を持っている。権利は守られないといけない。これは「自由

主義（リベラリズム）」という正義だ4。自由主義は、平等主義や功利主義とは違って、

個人間比較を必要としない。 

                                                 
1 Sen (2009). 
2 Rawls (1972). 
3 Bentham (1789). 
4 Sen (1970). 
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 では、平等主義、功利主義、自由主義のいずれが、笛の問題において妥当な正義

とされるべきか。お互いの主張はそれなりにごもっとも。もう少し詳しい実状がわかれ

ば、もっとはっきりしたことがいえるかもしれない。 

 例えば、Ａちゃんは確かに１番貧乏だが、ほかの２人と大きな差はないことがわ

かった。ならば、Ａちゃんのために平等主義を振りかざすのは不正義だ。 

 あるいは、Ｂちゃんはさほど突出して上手なわけでなく笛を大好きというわけで

もない。ならば、Ｂちゃんのために功利主義を振りかざすのは不正義だ。 

 このように、実状について詳しいことがわかれば、どの主張がより正義にかなう

かがはっきりしてくる。意見が割れている場合、より詳しい情報を収集できれば、みん

なの意見はもっとひとつに収束していくだろう。 

 

意見を集計する 

 

 詳しい情報を十分あつめて、なにが正義かについてよく考えて、みんなが同じよ

うな正義を支持するようになる。こうすれば、共通の正義に根差した社会的選択が実行

できるかもしれない。 

 しかし、こんな楽観的な見立ては、非現実すぎるかもしれない。現実では、正義

感だけで決まるのではなく、私利私欲や、権威者の圧力などによって、社会的決定が歪

められている。こんな場合には、第３者にもわかるように、みんなのことなる意見をい

かに集計して社会的選択を導いたかについての、手続きのルールを、あらかじめ明示的

にデザインしておくのがいい。 

 こうして、ことなる意見をいかに集計するか、という第２の視点が重要になって

くる。もっとも、第 3 者に、個人間比較の仕方や込み入った情報を伝えるのは土台無理

だ。だから、残念ながら、集計手続きにインプットできる情報はおのずと限られてくる。 

 では、表 1 に記された「投票問題（１）」にもとづいて解説しよう。 

 4 人の候補者Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ｗから代議員１人を選出したい。投票者は 43 人。各投

票者は、4 人のうちだれが１番で、だれが２番で、だれが３番で、だれが４番かについ

て、選好（個人のランキング）を表明する。表明されたみんなの選好を集計して、どの

候補者を代議員に選ぶべきかを社会的に決定する。 
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表１：投票問題（１） 

５人 １０人 １４人 １４人 

Ｘ Ｘ Ｙ Ｚ 

Ｙ Ｚ Ｗ Ｙ 

Ｚ Ｙ Ｚ Ｗ 

Ｗ Ｗ Ｘ Ｘ 

 

 表１の読み方について。例えば、左端は、投票者５人が、候補者Ｘを１押し、Ｙ

を２番目、Ｚを３番、Ｗをビリにランク付けしていることを意味する。 

 表１からわかるように、候補者Ｗは、投票者のだれからも、候補者Ｙより嫌われ

ている。Ｗは選ばれるべきでなかろう。だから実質的には、候補者Ｘ、Ｙ，Ｚの３名の

争いだ。実際、表１からわかるように、この３人の各候補者には、１押ししてくれる投

票者が少なからずいる。 

 投票者 15 人が候補者Ｘを１押ししている。彼らの言い分はこうだ。みんなの意見

を「多数決（Plurality）ルール」によって集計してみるがいい。Ｘを１押しする人は５

＋１０＝１５人、Ｙを１押しする人は１４人、Ｚを１押しする人は１４人、Ｗを１押し

する人はゼロ人。X が最多であるからＸを選ぶべきだ。 

 候補者Ｚは、候補者 X よりも、１押しする投票者数は少ない。しかし、候補者 Z

を１押しする投票者には強力な言い分がある。候補者全員を一度に多数決で判定するの

ではなく、候補者をペアで、１対１で戦わせてみるがいい。ＺとＸを比べれば、１４＋

１４＝２８対５＋１０＝１５でＺの勝ちである。ＺとＹでは１０＋１４＝２４対５＋１

４＝１９で、やはり Z の勝ちだ。つまり、どの候補者と１対１で対戦してもかならず Z

が勝つ。こういうのを「コンドルセ勝者」というんだそうだ。「コンドルセルール」に

従うならＺにも納得だ5。 

 候補者Ｙはどうか。Ｙを支持するには、ずいぶん昔にボルダという人が提唱した

「ボルダルール」を呼び覚ませばいい6。確かに X には１押しが大勢いる。しかし、表

１からわかるように、残りの投票者１４＋１４＝２８人からは嫌われているようだ。そ

れに比べれば、Y は誰からも嫌われてない。 

                                                 
5 Condorcet (1785). 
6 Borda (1781). 
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 このことを数値で示すため、各候補者について、その候補者が「満場一致」、つま

り全員に１押しで採択されるためには、各投票者がその候補者を何ランクアップさせな

ければならないか、をチェックしてみよう。ランクアップ数が低い候補者は、満場一致

に近い候補者である。ならば、ランクアップ数の１番低い候補者が、１番反対の少ない

候補者だということになる。それを社会は選ぶべきだ。 

 まず、ＸＹＺＷの選好をもつ各投票者にとって、Ｘについては、ランクアップさ

せる必要はないから、ランクアップ数はゼロ。Ｙは１ランクアップさせる必要があるの

で１．Ｚは２。Ｗは３。ＸＹＺＷの選好を持つ投票者は５人いる。５人分をまとめると、

Ｘはゼロ、Ｙは１×５＝５、Ｚは２×５＝１０、Ｗは３×５＝１５となる。 

 同様にして、ＸＺＹＷの投票者は 10 人いるので、まとめると、Ｘはゼロ、Ｚは１

×１０＝１０、Ｙは２×１０＝２０、Ｗは３×１０＝３０。ＹＷＺＸの投票者１４人につ

いては、Ｙはゼロ、Ｗは１×１４＝１４、Ｚは２×１４＝２８、Ｘは３×１４＝４２。Ｚ

ＹＷＸの投票者１４人については、Ｚはゼロ、Ｙは１×１４＝１４、Ｗは２×１４＝２８、

Ｘは３×１４＝４２。 

 全部を集計すると、Ｘのランクアップ数は０＋０＋４２＋４２＝８４、Ｙは５＋

２０＋０＋１４＝３９、Ｚは１０＋１０＋２８＋０＝４８、Ｗは１５＋３０＋１４＋２

８＝８７．たしかにＹが一番だ。 

 以上、Ｘ，Ｙ、Ｚいずれの候補者にも、それを支持する捨てがたい集計ルールが

あるわけだ。これでは、どの候補者を選ぶのが妥当か、決着をつけられない。 

 

共通の集計ルール 

 

 さて、状況に応じて、多数決ルール、ボルダルール、コンドルセルールを使い分

ける、というのであれば、これはまた、どうもまずい。たとえば、私がＸＹＺＷあるい

はＸＺＹＷという選好の時には多数決ルールを使いましょう。私がＹＷＺＸの時にはボ

ルダルールを使いましょう。私はＺＹＷＸの時にはコンドルセルールを使いましょう。 

 これではいつでも私が１押しする候補者が選ばれてしまう。私は「独裁者」にな

ってしまい、みんなの反感を買う。こんな反感を買うのは御免こうむりたい。 

 どのような状況においても同じルールを採用すべきだ。どのような状況において

も不満の声があまりでないような共通ルールを探すべきだ。 
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 私自身は、投票問題（１）に関しては、コンドルセルールが好きだ。しかし、投

票問題（１）以外にもコンドルセルールを適用するべきかどうか、となると、これは疑

問だ。なぜかというと、コンドルセ勝者はいつでも存在するとは限らないから。 

 例えば、別の例として、表 2 の投票問題（２）を考えてみよう。ＸはＹに１対１

で勝ち、ＺはＸに１対１で勝ち、ＹはＺに１対１で勝つ。このことを確認していただき

たい。しかしこれでは、Ｘ、Ｚ、Ｙ，Ｘ、…といった具合に堂々巡りしてしまう。ここ

にはコンドルセ勝者がいないから、こうなってしまうのだ。 

 こんな場合には得てして、「現状維持にしよう」という妥協案に落ち着きがちにな

る。だから、コンドルセルールにあまり固執すると、結局ずいぶん保守的になってしま

う。要注意なのだ。 

 

表 2：投票問題（２） 

１１人 １０人 ９人 

Ｘ Ｙ Ｚ 

Ｙ Ｚ Ｘ 

Ｚ Ｘ Ｙ 

 

 ならば、ボルダルールがいいか、多数決ルールがいいか。ボルダルールには受け

入れがたい欠点がある。表 1 の投票問題（１）では、Ｗは選ばれそうもない候補者だっ

た。Ｗをあらかじめ排除しておいてもよかったはず。しかしＷが交じっているがために、

他の候補者ＸやＹが不当に低くランクされていたのだ。実際、Ｗ抜きで再度ボルダルー

ルを使うと、Ｙでなくコンドルセの覇者Ｚが選ばれる。 

 残るは多数決ルールだ。多数決ルールはもっとも現実に使われている。多数決ル

ールは、最小限の情報入力で結論を導く。各投票者は１押しの候補者だけを入力すれば

いい。他のルールでは、あまり興味のない下位の候補者についても入力しなければなら

なかった。だから、めんどうくさくないルールとしては、多数決ルールが最右翼だろう。

多数決ルールがもっともポピュラーな理由は、実はこんなところにあるのだ。 

 しかし多数決ルールには、ボルダルールにも共通するある欠点がある。 

 表 1 の投票問題（１）を再度考えよう。X は多数決ルールで選ばれるものの、Y に

は１対１で負けている。その理由は、ＷやＺといった直接関係しない選択肢に、多数決
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の結果が左右されることにある。このため、投票者は、「嘘をつくインセンティブ」を

もってしまう。 

 例えば、ZYWX の選好をもつ投票者 14 人が、Z のランクを下げて、例えば YWZX

だと、嘘をつくとしよう。つまり、Ｙを１押しする、と嘘をつくわけだ。すると、多数

決ルールの勝者は X から Y に変更されるので、嘘をついて得した！となってしまう。 

 このような欠点は、ボルダルールにも当てはまる。ZYWX の選好を持つ投票者 14

人が Y を二つ下げて ZWXY と嘘をつくならば、ボルダルールの勝者は Y から Z に変更

されるので、嘘をついて得した！となる。 

 

不可能性定理 

 

 コンドルセルールとは違って汎用性がある。多数決ルールやボルダルールと違っ

て無関係な選択肢に振り回されない。投票者を嘘つきにはしない。みんなを納得させる、

こんな集計ルールははたして存在するのだろうか。 

 実は、この問いの理論的解答は、アロー、ギバード、サタースウェイトによって、

とっくの昔に証明済みである7。つまり、そんなルールは存在しない、ということだ。 

 そのようなルールが存在すると仮定して、例えば、n（ 3 ）人の投票者がm（ 3 ）

人の候補者から１人を社会的に選択することを考えよう。任意に候補者２人、ＸとＹ、

をピックアップしよう。 

 投票者n人全員がＸをＹより選好しているならば、満場一致で、ＹよりＸが社会的

に選好されよう。逆に、全員がＹをＸより選好しているならば、満場一致で、ＸよりＹ

が社会的に選好されよう。 

 そこで、投票者全員がＸをＹより選好している状況から出発して、１番若い番号

の投票者１から徐々にＸとＹについての選好を逆転させていこう。ならば途中で、ター

ニングポイントとなるある投票者 ( , )i X Y （ピボタル投票者と呼ぼう）が必ず１人現れ

るはずである。 

 ( , )i X Y より若い番号の投票者全員（１，２、３、…、 ( , ) 1i X Y  ）がＹをＸより

選好し、 ( , )i X Y より老けた番号の投票者全員（ ( , ) 1i X Y  、 ( , ) 2i X Y  、…、n）がＸ

をＹより選好しているとしよう。この場合には、ピボタル投票者 ( , )i X Y の選好によっ

                                                 
7 Arrow (1951), Gibbard (1973), Satterthwaite (1975). 



8 
 

てＸとＹの雌雄が決まる。つまり、ピボタル投票者 ( , )i X Y がＸをＹより選好するなら

Ｘ、ピボタル投票者 ( , )i X Y がＹをＸより選好するならＹ、が社会的に選択されること

になる。 

 こんなピボタル投票者 ( , )i X Y はＹから独立に定まる。仮に、任意の別の候補者Ｚ

について、そのピボタル投票者 ( , )i X Z が ( , )i X Y より若い番号である、つまり

( , ) ( , )i X Z i X Y 、としよう。そして、投票者全員がＹをＺより選好しているとしよう。

さらには、投票者１から ( , )i X Z までがＺおよびＹをＸより選好しているが、残りの投

票者 ( , ) 1i X Z  からnまではＸをＺおよびＹより選好しているとしよう。 

 表３をご覧いただいて、このことを確認されたい。 

 投票者 ( , )i X Z はＺについてピボタルだから、社会的にＺがＸより選好される。一

方、投票者 ( , )i X Y はＹについてピボタルだから、社会的にＸがＹより選好される。し

かし、投票者全員はＹをＺより選好しているのだから、社会的にもＹがＺより選好され

ないとおかしい。だから、社会的にＹがＸより選好されなければいけないはず。しかし、

このことは投票者 ( , )i X Y がＹについてピボタルであることと矛盾してしまう。 

 どうも困ったことになってしまった。だから、こんな困ったことにならないため

にも、ピボタル投票者は、Y や Z の選択肢に無関係に定まらないといけない、というわ

け。 

 

表３：ピボタル投票者（１） 

1 … ( , )i X Z  ( , ) 1i X Z  … ( , )i X Y  … n  

Y … Y X … X ,,, X 

Z … Z Y … Y … Y 

X … X Z … Z … Z 

 

 さらに、上述した説明を、今度は、１番老けた番号の投票者 n からスタートして、

ＹなりＺなりのランクを１人ずつ順々に下げていくステップに、当てはめてみよう。な

らば、全く同様にして、Ｘについてのピボタル投票者は、ＹやＺについてのピボタルに

もなっていることがわかる。 

 なので、改めて、ピボタル投票者を *i と表記しなおすとしよう。これからは少し頭

の体操だ。 
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 任意の候補者Ｘ、および、任意の別の候補者２人、ＹとＺ、をピックアップして、

投票者１から * 1i  まではＸをＹとＺより下のランクに、投票者 * 1i  からnまではＸを

ＹとＺより上のランクに、置くとする。そして、ピボタル投票者 *i は、ＸをＹとＺの真

ん中に置くとする。 

 そして、重要なこととして、各投票者がＹとＺについてどのような選好をもって

いるかについては、特定しないとしよう。 

 まず、表４をご覧いただきたい。ピボタル投票者 *i はＹをＺより選好している。な

らば、社会的にＹをＸより選好し、ＸをＺより選好することになる。よって、社会的に

ＹをＺより選好することになる。 

 次に、表５をご覧いただきたい。今後は逆に、ピボタル投票者 *i はＺをＹより選好

している。ならば、社会的にＺをＸより選好し、ＸをＹより選好することになる。よっ

て、社会的にＺをＹより選好することになる。 

 

表４：ピボタル投票者（２） 

1 … * 1i   *i  * 1i   … n  

（Ｙ、Ｚ） … （Ｙ、Ｚ） Ｙ Ｘ ,,, Ｘ 

   Ｘ  …  

Ｘ … Ｘ Z （Ｙ、Ｚ） … （Ｙ、Ｚ）

 

表５：ピボタル投票者（３） 

1 … * 1i   *i  * 1i   … n  

（Ｙ、Ｚ） … （Ｙ、Ｚ） Ｚ Ｘ ,,, Ｘ 

   Ｘ  …  

Ｘ … Ｘ Ｙ （Ｙ、Ｚ） … （Ｙ、Ｚ）

 

 表４，表５からわかるように、ピボタル投票者 *i 以外の投票者が Y と Z に対して

どのような選好を持っていようとも、ピボタル投票者 *i のＹとＺについての選好がその

まま社会的選択になってしまう。つまり、ピボタル投票者 *i の意見だけで、「独裁的に」

社会的選択が決まってしまう。こんな独裁制は、まともなルールとはいえまい。 
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 無関係な選択肢から独立であること。パレート劣位な選択肢を選ばないこと。独

裁制をみとめないこと。アローは、これら３つの要請をすべてみたす集計ルールは存在

しないことを証明した。また、ギバードとサタースウェイトは、嘘をつくインセンティ

ブをもたないこと、パレート劣位な選択肢を選ばないこと、独裁制をみとめないこと、

これら３つの要請をすべてみたす集計ルールは存在しないことを証明した。 

 上述した私の説明は、退屈でだらだらした彼らの証明のぜい肉部分を削ぎ落した

ものである8。ずいぶん簡便になっていると思うのだが、みなさんいかが？。 

 

単峰形 

 

 みんなの意見を集計して納得いく社会的選択を実行することは、どうやら理想的

にはできそうもない。こんな悲観論を回避する方法は、納得いかない状況がおこらない

ように、あらかじめ「論点」を調整しておくことだ。 

 候補者の誰が代議員にふさわしいかについては、複数の論点がありうる。国防予

算をどうするか。財政赤字をどうするか。少子化をどうするか。などなど。そこで、１

つの論点だけ、たとえば国防予算だけに関心を集中させて、投票者に投票してもらうと

しよう。すると、コンドルセルールにしたがって、いつでも勝者を決めることができる

ようになる。 

 例えば、候補者をＸ、Ｙ、Ｚの３名としよう。候補者Ｘは国防費アップ、Ｙは国

防費現状維持、Ｚは国防費削減を、各々公約に掲げている。各投票者の選好は、国防費

アップを望むならＸＹＺ、国防費削減を望むならＺＹＸ、国防費現状維持を望むならＹ

ＸＺかＹＺＸのどちらかになるはずだ。 

 この場合、ＸＺＹやＺＸＹといった選好をもつことは考えにくい。国防費削減（ア

ップ）を１押しするなら必ず国防費アップ（削減）を１番嫌うはずだから。 

 論点を１つに絞れば、各投票者の選好は、１押しの候補者を山のてっぺんとして、

公約内容が１押しから離れれば離れるほどランクを低くする、「単峰（Single-Peak）形」

になる。単峰形の選好をもつ投票者のみならば、必ずコンドルセ勝者が存在する。 

                                                 
8 Reny (2001)は、アローとギバード・サタースウェイトの双方の定理を同じ仕方で証明して

いる。もっともアローのオリジナルに近い証明の仕方にはもっと味がある。というわけで、

私が大学院生の時にむさぼり読んだ Kelly (1978)も参照のこと。 
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 Ｙがコンドルセ勝者でないなら、ＸがＹに１対１で勝つか、あるいはＺがＹに１

対１で勝つ。前者なら、ＸをＹより好きな人なら必ずＸをＺより好むので、Ｘはコンド

ルセ勝者になる。後者ならば、同様に考えれば、必ずＺがコンドルセ勝者になる。つま

り、必ずコンドルセ勝者がいることになる。 

 しかし、こんな風に論点を調整して、人為的に単峰形を作り出して、問題解決す

るやり方はなんとも強引だ。国防費以外にも重要案件がたくさんあるだろうに。これら

は全部ないがしろにされてしまうのだから、危険だ。 

 

メカニズムデザインあるいは履行問題 

 

 悲観論から逃れるもうひとつの方法は、嘘をつくインセンティブについてはあま

り悲観しない、ということだ。つまり、集計ルールとは別に、嘘がばれたら罰する、と

いう追加のメカニズムをデザインしておくのがよい。例えば、これは、連載第 16 回、

第 17 回で解説した Implementation（履行問題）のやり方だ。 

 履行問題は、正義にもとづく社会的選択についても、問題解決のアイデアを提供

してくれる。必要情報が十分に利用でき、ふさわしい正義についてみんながきちんと考

えて、その結果公正な社会的選択に合意できたとしよう。ならば、残された問題は、利

用された情報の詳細ではなく、合意した社会的選択そのものについて、当事者たちが正

直に表明するかどうかだ。履行問題を解説した連載第 16 回、第 17 回は、こんな社会的

選択の表明に際して、嘘を見抜く方法を提示しているのだ9。 

 

次回は最終回 

  

 我々は、正義による社会的選択の視点に今一度立ち戻るべきである。なぜなら、

ここにはもっと大事な議論が残っているからだ。最終回は、経済学と倫理について踏み

込んだことを解説して大団円とする。 

  

                                                 
9 Abreu and Matsushima (1992)および Matsushima (2008a, 2008b, 2013)も参照のこと。 
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